
○訂正前 ○訂正後 ※赤枠部分

第１回事業評価監視委員会資料の訂正について 資料－５

〇令和５年１２月改定「費用便益分析マニュアル」より、参考値として社会的割引率２％と１％を算出。

〇国道１１号川之江三島バイパス及び小松バイパスにおいて、計算過程での誤りが確認された。

〇 再計算を行い、小松バイパスにおいて費用便益分析値を訂正。

【再評価】 国道１１号 小松バイパス 資料－4－2－1（P10）の正誤表

１．７％［1%］ １．８％［1%］


